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重要事項説明書 
 

特別養護老人ホーム ふるさと矢島 
0572550762 

 

１．事業者 

 

設置者の名称  社会福祉法人 中央会 

運営者の名称  社会福祉法人 中央会 

運営代表者名  理事長 藤井 蘭子 

法人の所在地  秋田県由利本荘市薬師堂字一番堰３８番地１ 

他の主な事業  指定介護老人福祉施設 （定員 ５０名） 

          指定短期入所生活介護施設 （定員 ３５名） 

          指定居宅介護支援事業所 

          認知症対応型共同生活介護 （定員 ９名） 

           

           

 

２．事業の目的と運営方針 

 

（事業の目的） 

この事業は、福祉サービスを必要とする者が心身ともに健やかに育成され、又は社会、

経済、文化、その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるとともにその環境、

年齢、及び心身の状況に応じ、地域において必要な福祉サービスを総合的に提供される

ように援助することを目的とする。 

 

（運営方針） 

施設は、可能な限り居宅における生活への復帰を念頭において、入浴、排泄、食事等

の介護、相談及び援助、社会生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行

うことにより、利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができる

ようにすることを目指し、かつ利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立

ってサービスを提供するように努め、明るく家庭的雰囲気を有し、地域や家庭との結び

つきを重視した運営を行い、市町村をはじめとする各関係機関と密接な連携に努める。 

 



 

３．ご利用施設の概要 

 

施設の名称  特別養護老人ホーム ふるさと矢島  

施設の種別  指定介護老人福祉施設 

施設長    今野 正人 

開設年月日  平成１２年３月１日 

所在地    秋田県由利本荘市矢島町城内字八森下 481－1 

電話番号   ０１８４－２７－５７１１ 

ＦＡＸ    ０１８４－２７－５７１２ 

交通     鳥海山ろく線「矢島駅」より徒歩 10分（国道 108至近） 

         羽後交通観光曲淵停留所より徒歩１０分 

敷地概要   矢島町所有  9.449.91㎡ 

建物の概要  法人自己所有 

鉄筋コンクリート造平屋建 

         延床面積  3.416.62㎡ 

         竣工年月日  平成 12年 3月 1日 

特別養護老人ホーム  定員    50名 

  短期入所生活介護施設       35名 

（１）居室 

   1人室    401.77㎡   28室 

   4人室    688.44㎡   12室   

   2人室     69.18㎡    3室 

   3人室     45.75㎡    1室 

   利用に際しては、短期入所生活介護利用者と同室となることがあります。 

（２）主な共用施設 

   １．玄関 

   ２．事務室 

   ３．介護職員室、看護職員室、医務室、静養室 

   ４．談話室（相談室） 

   ５．食堂、ホール 

   ６．浴室（５） 

   ７．洗濯室 

   ８．トイレ・洗面所 

   ９．機能訓練室 

  １０．理容室コーナー・脱衣室 

１１.地域交流スペース・ボランテイア室 



 

（３）その他 

   各個人用ベット、全てのトイレ、浴室にナースコールの設置 

   各個人用に収納庫、サイドキャビネットの設置 

   車椅子、歩行器の貸与 

 

 

４．サービスの内容 

（１）介護保険給付対象サービス 

   介護度に応じた施設サービス計画を作成し、利用者の承諾のもと計画に応じた介護

サービス（食事・入浴・排泄援助・生活援助等）を提供します。 

 

【介護全般】 

  利用者の心身の状況に応じ、自立支援と日常生活の充実に資するように適切な技術を

もって行います。 

 

【食事】 

  一日３食（定食方式）、食堂内配膳 

  行事食（月１回） 

  バイキング食（週１回） 

  選択食（週１回） 

  出前昼食（年３回） 

  おやつ（一日一回午後） 

  それぞれ病態に応じた食事を提供します。 

 

【入浴や清拭】 

  基本的には週２回以上、身体状況等により入浴が困難な場合は、清拭を実施します。 

 

【排泄介護】 

  心身の状況に応じ、適切な方法で排泄自立を目指す。 

  困難な場合はおむつ等を使用し、適切な援助を併用します。 

  （定期交換標準〈紙おむつ使用〉、９回随時併用、紙パット使用の場合随時） 

 

【機能訓練】 

  必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善、維持のための機能訓練を生

活ケアの中で行います。 

 



 

【相談・援助】 

  利用者や必要に応じて家族に対して生活・介護・環境等に関する相談・助言を行いま

す。 

 

【社会的便宜の提供】 

  レクリエーション・行事等の提供、日常生活上必要な行政機関等の諸手続きで利用者・

家族が対応困難な場合の代行手続き、年金や金銭の管理の代行を行います。 

 

【生活サービス】 

  シーツ交換、居室の清掃、施設内で可能な洗濯を提供します。 

 

【健康管理】 

  週２回の嘱託医による回診と、嘱託医の指示による医療処置、定期健康診断、健康相

談を行います。 

 

【その他】 

  クリーニング取次ぎ、宅配便、郵便物等の取り次ぎを行います。 

 

（２）介護保険給付対象外サービス 

 

【理髪・美容】 

  毎月２回（第１．４月曜日）理容師２名が来苑し、理髪サービスを行います。 

 

【買物代行】 

  利用者及びご家族が自ら購入できない場合は、担当介護職員が代行します。又、月１

回地元商店の移動販売が来苑しておりますので、ご利用いただけます。 

 

 

 

５．利用料 

（１）介護保険給付対象サービス 

   １．介護報酬の告示上の額（施設介護サービス費の１割又は２割） 

   ２．その他の介護保険給付対象サービス加算 

     ア 初期加算 

       利用者が新規に入所及び１ヶ月以上の入院後再び入所した場合、３０日間

加算 



 

     イ 入院・外泊時加算 

       利用者が入院及び外泊した場合、６日を限度として加算（ただし、入院・

外泊の初日及び末日のご負担はありません。） 

      

     ウ 療養食加算 

       医師の指示に基づく療養食を提供した場合。 

 

（２）介護保険給付対象外サービス 

   以下のサービスは、ご利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

   １．食事の提供に要する費用（食材料費及び調理費） 

     利用者に提供する食事の材料費及び調理費にかかる費用です。 

     実費相当額の範囲内にて負担していただきます。ただし、介護保険負担限度額

認定証の発行を受けている方につきましては、その認定証に記載された食費の金

額（１日当たり）のご負担となります。 

   ２．居住に要する費用（光熱水費及び室料〔建物設備等の減価償却費等〕） 

     この施設及び設備を利用し、滞在されるにあたり、多床室利用者の方には光熱

水費相当額、個室利用の方には光熱水費相当額及び室料（建物設備等の減価償却

費等）をご負担いただきます。ただし、介護保険負担限度額認定証の発行を受け

ている方については、その認定証に記載された滞在費（居住費）の金額（１日当

たり）のご負担となります。 

※ 外出・外泊・入院等で居室を空けておく場合は、第１～第３段階の方は、６日ま

では負担限度額認定の適用が受けられますが、７日目からは別途料金が発生します。 

   ３．理髪・美容 

     散髪 ２，５００円 

   ４．洗濯 

     クリーニング店の種別料金表によります。 

   ５．買物代行 

     品物の購入代金の実費 

 

（３）利用者の選定により提供するもの 

   日常生活に要する費用で、本人に負担していただくことが適当であるもの。 

   ・レクリエーション費用   ・クラブ活動費用   ・日常生活品の購入代金 

   ・嗜好品の購入代金     ・喫茶コーナー利用代金 

   ・居酒屋利用代金 

 

 



 

６．協力医療機関と医療 

（１）嘱託医師及び医療機関 

   木村医院    副院長  木村 元 

   嘱託医との契約内容 

    １．利用者への定期的な診察 

      内科医   毎週火曜日・木曜日 ２時間 

       

２．利用者が急変した場合の緊急対応措置（随時） 

    ３．利用者が、入院が必要となった場合の医療機関の紹介 

 

（２）協力医療機関 

    

名称     医療法人有誠会 佐藤医院 

   院長名    佐藤 誠 

   所在地    秋田県由利本荘市矢島町字曲り渕 128－1 

   電話番号   ０１８４－５６－２０６５ 

   診療科目   内科、胃腸科、歯科、小児歯科外 

   入院ベット数 無 

   緊急指定の有無 無 

 

   名称     大井医院 

   院長名    大井 菫一 

   所在地    秋田県由利本荘市矢島町矢島町 31 

   電話番号   ０１８４－５６－２８７１ 

   診療科目   内科、小児科、整形外科 

   入院ベット数 無 

   緊急指定の有無 無 

 

協力病院との契約内容 

   １．嘱託医の紹介による診察・入院 

   ２．救急車による搬送 

 

（３）利用者の医療 

   １．病気やけがの治療は、ホームの嘱託医又は利用者が選択する医療機関で受けて

いただくことになり、医療費は医療保険制度で支給される以外の費用は利用者の

負担となります。但し、検査及び短期間の入退院の手続きや送迎は無料です。 



 

   ２．通院時の付き添い、入退院の移送は致しますが、入院中の付き添いはしません。 

   ３．なお、入院が３ヶ月以上にわたった場合、又は医師が３ヶ月以上長期入院加療

が必要と診断した場合は退所となります。 

 

７．施設の利用状況（令和４年１０月１日現在） 

  利用者数     ４８人（定員５０人） 

  利用者内訳    男性  ６人  女性 ４２人 

  平均年齢     ８９．１歳 （男性 ８５.３歳  女性 ８９.７歳） 

  家族会      家族会あり 

 

８．職員の配置と勤務体制（令和４年１０月１日現在） 

 

入所定員 ５０名 ・ 短期入所定員 ３５名 

職  種 職員数 夜間勤務職員数 備考（資格等） 

施設長 1   
介護福祉士・介護支援専門員 

社会福祉主事 

相談員 1   介護福祉士・社会福祉士 

看護職員 4   看護師１名・准看護師３名 

介護職員 29 4 

介護福祉士 23 名、 

ヘルパー2 級 1 名 

介護職員初任者研修１名 

機能訓練指導員 1   あん摩・マッサージ師 

管理栄養士 1   管理栄養士 

調理員 （7）   外部委託（日清医療食品） 

医師 （1）   非常勤嘱託医師 

管理当直 2 １ 非常勤嘱託 

合計  39 （8） 5   

 

 

 



 

 

平均勤務体制(介護職員･看護職員) 

  早, 番   ,7：00～16：00   4名 

  日, 勤   ,8：00～17：00   2名 

日, 勤   ,8：45～18：00   2名 

  日  勤    9：00～18：00     1名 

遅, 番   10：00～19：00  , 3名 

  夜, 勤   17：00～,9：00   4名 

看護職員は当番にて夜間待機体制をとり、緊急時に対応します。 

但し、業務の都合上必要がある場合は、変更することがあります。 

 

９.事故発生時の対応 

 指定介護老人福祉施設サービスの提供により、利用者に事故が発生した場合は、「事故

発生時対応マニュアル」に沿って必要な処置を講ずるほか、速やかに家族の方、保険者

に連絡します。 

 

１０．非常時災害時の対策 

【非常時の対応】  別に定める「特別養護老人ホームふるさと矢島消防計画」によ

り対応します。 

   

【非常通報の体制】 非常通報体制は、非常通報装置により矢島地区消防署及び、 

職員 6 名へ自動的に通報され、緊急連絡網により全職員が呼集さ

れる体制を確保しています。 

 

【訓練と防災設備】 別に定める「特別養護老人ホームふるさと矢島消防計画」によ

り、年２回夜間及び昼間の避難訓練を職員と利用者で実施します。 

消火栓、消火器及び自動火災報知機、煙感知器、防火扉などを

定期的に専門業者の点検と自己点検を実施します。 

 

１１．当施設ご利用の際にご留意いただく事 

【事故補償】    介護サービス提供上、不可抗力的に生じた損害、事故の補償に

ついては、利用者、施設双方で協議することとします。 

 

【来訪・面会】   来訪者は面会時間を遵守し、必ずその都度面会票等に利用者氏

名と自分の氏名、及び利用者との関係を記入してください。 

           また、来訪者が宿泊される場合には、事前に許可を得てください。 



 

【外泊・外出】   外泊・外出の際には、必ず行き先と帰苑予定時間を職員にお知

らせください。 

 

【居室・設備器具の使用】 施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従って御利用

ください。これに反した御利用により破損が生じた場合、賠償し

ていただくことがございます。 

 

【喫煙・飲酒】   喫煙は、指定された場所以外ではご遠慮ください。 

            飲酒については、医師による制限がない場合はご自由ですが、

量によっては個人負担となります。 

            居室等での飲酒はご遠慮ください。 

 

【迷惑行為】    けんか、暴行、中傷、口論等、他人に対する迷惑行為はしない

でください。 

 

【所持品管理】   利用者に所持品届出書を提出していただきます。 

            なお、原則的に所持品は日常生活用品に限り、貴重品は避けて

いただきます。 

 

【現金等の管理】  現金等の管理を施設に依頼される場合は、施設に預けることが

できます。 

            預り金は、預り金管理要綱により管理させていただきます。 

            主な内容は、次のとおりです。 

            

《管理する金銭等の形態》 

             指定する金融機関の預金通帳を施設で管理します。 

           《お預かりするもの》 

             上記預金通帳と通帳印（原則各１つ） 

           《保管場所》 

             通帳は事務室金庫。印鑑はキャビネット 

 

但し、利用者及び身元引受人により、概ね３ヶ月毎に確認をし

ていただきます。 

又、利用契約終了後３０日以内に、所持品及び現金等は利用者

及び身元引受人にお渡しいたします。 

 



 

【宗教活動】    施設内で他の人に対して、自身の信心している宗教活動や政治 

  【政治活動】   活動を強要しないでください。 

 

【動物飼育】   他の方の迷惑となるため、ご遠慮願います。 

 

１２．入所、退所等 

    入所の詳細は契約書、運営規程、管理規程等に基づき開始されます。 

    また契約書、運営規程上の規約の解除項目に該当する場合は、退所することにな 

   ります。 

主な例は、以下のとおりです。 

  １．利用料の滞納や、伝染性疾患の罹患と治療上の必要性、利用者本人の行動

による他利用者への影響。 

     ２．介護認定の変更による入所該当外の認定結果の場合。 

     ３．措置施設への入所 

     ４．３ヶ月以上の入院の場合。但し３ヶ月以内の入院でも、医師の判断により

３ヶ月以上の入院を要する場合は、その時点で契約を解除するものとする。 

 

私は本書面に基づいて、施設介護サービス利用契約書事業者の職員 

 

職名   生活相談員    氏名  畑澤 睦美    から 

 

上記重要事項の説明を受けたことを確認します。 

 

令和  年  月  日 

 

 

利用者    住所                       

           

氏名                   印   

 

 

 

身元引受人  住所                       

          

 氏名                   印   

 



 

 

指定介護老人福祉施設 ふるさと矢島 

利 用 料 金 内 訳 

令和６年８月１日～ 

多床室 

基本料金（日額） 

 

要介護度 要介護度 1 要介護度 2 要介護度 3 要介護度 4 要介護度 5 

サービス利

用料金 
5,890円 6,590円 7,320円 8,020円 8,710円 

介護保険か

ら給付され

る金額 

5,301円 

4,712円 

（2割） 

5,931円 

5,272円 

（2割） 

6,588円 

5,856円 

（2割） 

7,218円 

6,416円 

（2割） 

7,839円 

6,968円 

（2割） 

サービス利

用に係る自

己負担額 

589円 

1,178円 

（2割） 

659円 

1,318円 

（2割） 

732円 

1,464円 

（2割） 

802円 

1,604円 

（2割） 

871円 

1,742円 

（2割） 

食事に係る

自己負担額 

第１段階      300円    第 2段階      390円 

第 3段階①     650円    第 3段階②    1,360円  

第 4段階     1,445円 

居住に係る

自己負担額 
第１段階     0円     第 2段階     430円 

第 3段階     430円    第 4段階     915円 

各種加算 日常生活継続支援加算   36円（２割：72円）  

夜勤職員配置加算     22円（２割：44円） 

看護体制加算（Ⅰ）     6円（２割：12円） 

療養食加算        18円（２割：36円） 

初期加算         30円（２割：60円）入所後３０日間 

処遇改善加算     （所定単位数×140/1000） 

 

 

 

 



 

 

従来型個室 

基本料金（日額） 

 

要介護度 要介護度 1 要介護度 2 要介護度 3 要介護度 4 要介護度 5 

サービス利

用料金 
5,890円 6,590円 7,320円 8,020円 8,710円 

介護保険か

ら給付され

る金額 

5,301円 

4,712円 

（2割） 

5,931円 

5,272円 

（2割） 

6,588円 

5,856円 

（2割） 

7,218円 

6,416円 

（2割） 

7,839円 

6,968円 

（2割） 

サービス利

用に係る自

己負担額 

589円 

1,178円 

（2割） 

659円 

1,318円 

（2割） 

732円 

1,464円 

（2割） 

802円 

1,604円 

（2割） 

871円 

1,742円 

（2割） 

食事に係る

自己負担額 

第１段階      300円    第 2段階      390円 

第 3段階①     650円    第 3段階②    1,360円  

第 4段階     1,445円 

居住に係る

自己負担額 
第 1段階     380円    第 2段階     480円 

第 3段階     880円    第 4段階    1,231円 

各種加算 日常生活継続支援加算   36円（２割：72円）  

夜勤職員配置加算     22円（２割：44円） 

看護体制加算（Ⅰ）     6円（２割：12円） 

療養食加算        18円（２割：36円） 

初期加算         30円（２割：60円）入所後３０日間 

処遇改善加算     （所定単位数×140/1000） 

オムツ代は介護保険給付対象となりますので、費用負担はございません。 

上記基本料金、加算分説明を受け同意しました。 

 

令和   年   月   日 

 

身元引受人 

 

住所                        

氏名                      ㊞ 


